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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の開口部を閉鎖する開閉自在なカバーのシール構造において、
　前記カバーの本体の内側面に形成された環状突起部と、前記環状突起部を覆うシール部
材と、
　前記シール部材を前記環状突起部に挟持により固定する固定部材とを備え、前記シー
ル部材は、前記固定部材に挟持により固定されるときに、その端部が外側に開くように構
成されていることを特徴とするカバーのシール構造。
【請求項２】
　前記シール部材は、前記固定部材により挟持により固定される際に伸縮することを特徴
とする請求項１記載のカバーのシール構造。
【請求項３】
　前記シール部材は、前記固定部材により挟持により固定される際に前記環状突起部の内
側面に密着することを特徴とする請求項１又は２記載のカバーのシール構造。
【請求項４】
　前記筐体は、少なくとも内側面が導電性であり、前記シール部材及び前記固定部材が導
電性であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のカバーのシール構造
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、カバーのシール構造に関し、特に、携帯型電子機器のカードコネクタ部等の
開口部を覆うカバーのシール構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯型電子機器のメモリカードや電池収納部等の開口部を覆うカバーに関して各
種の構造が提案されている。特許文献１に開示されたメモリカード収納部は、グリップ部
に設けられると共に、防水機能を有するカード挿入口開閉用メモリカード蓋を有し、さら
に、蓋開閉検出用のスイッチの防水と同時に小型化も可能にしている。なお、メモリカー
ド蓋は、防水パッキンがメモリカード蓋の移動方向と同一の方向に収納室壁に当接して密
着する構造を有する。
【０００３】
　特許文献２に開示されたものは、図９に示すように、メモリカード９０８の取り出しを
容易にした筐体９１２内のメモリカード及び電池収納部９０９に関しており、メモリカー
ド及び電池収納室９０９を開閉する回動可能な底蓋９０３を備えている。底蓋９０３は、
その全周壁面９１１にはめ込まれるＯ－リング製防水パッキン９２２を備えており、この
防水パッキン９２２は、底蓋９０３の閉止状態で収納室９の壁面１１に密着状態で圧入さ
れる。
【０００４】
　また、特許文献３は、２つ割りの合成樹脂ケースにおける一方のケースの合せ面に溝又
は段差を設け、ケース本体より硬度の低い樹脂のシール部材を二重成形によりケース本体
と一体に設けたものであり、これら２つのケースを合せたときに、溝又は段差の側面方向
に延びるシール部材の薄肉部が溝又は段差の側面に圧接されるように構成されている。
【特許文献１】特開平１１－０８８８１８号公報
【特許文献２】特開２００１－１０９０４４号公報
【特許文献３】特許第２９２８７１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されたメモリカード蓋においては、防水パッキンをメ
モリカード蓋の移動方向に押し潰して弾性変形させ、隙間のない状態を保持することによ
って防水を実現しており、防水パッキンが蓋の移動方向と同一の方向で変形されるので、
変形による反力が開放方向に働いて、閉止位置でカード蓋を大きな保持力で押さえ込む必
要があり、従って、カード蓋自体や蓋を閉止位置にロックするロック部に、大きな保持力
に耐えるような強度を持たせる必要があり、蓋構造が大型化する。
【０００６】
　また、特許文献２に開示されたメモリカード及び電池収納部においては、底蓋は、閉止
状態で防水パッキンが全周側面に亘って収納室の壁面に密着した状態で保持されるので、
底蓋の閉止時の保持力が小さくなるものの、底蓋を開放させるための力が逆に大きくなっ
て、底蓋開放時に大きな開放力を必要とし、底蓋の開放操作を困難とするばかりでなく、
さらに周壁面でパッキンを密着させるためにカバーの厚さが大きくなり、筐体の内部にそ
の分大きなスペースを確保する必要があった。
【０００７】
　また、特許文献３のような二重成形では、リサイクル性が悪く、金型が高価になり、加
えて、カバーに用いる材質が二重成形可能な樹脂材料に限定される。
【０００８】
　本発明の目的は、十分な防水機能を備えると共に、容易にカバー開閉することができ、
且つカバーの構造を大型化することなく、筐体の内部の実装容積を大きくすることができ
るカバーのシール構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上記の目的を達成するために、請求項１記載のカバーのシール構造は、筐体の開口部を
閉鎖する開閉自在なカバーのシール構造において、前記カバーの本体の内側面に形成され
た環状突起部と、前記環状突起部を覆うシール部材と、前記シール部材を前記環状突起部
に挟持により固定する固定部材とを備え、前記シール部材は、前記固定部材に挟持により
固定されるときに、その端部が外側に開くように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、シール部材は、固定部材に挟持により固定されるときに、その端部が
外側に開くように構成されているので、十分な防水機能を備え、閉止状態にて収納室の保
護カバーに対して大きな保持力を必要とせず容易にカバー開閉することができ、且つカバ
ーの構造を大型化することなく、筐体の内部の実装容積も大きくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳述する。図中、同じ符号は各図を通
して共通である。
【００１２】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るカバーのシール構造を備える携帯情報端末の
斜視図である。
【００１３】
　図１において、携帯情報端末２は、この端末に入力された情報を記憶媒体であるメモリ
カードに記録可能な電子機器である。この携帯情報端末２は、筐体１２を有し、筐体１２
の前面に、液晶表示装置４と入力キー５を備え、筐体１２の側面に、周辺機器や他の機器
と接続するためのインターフェースコネクタ７を備え、筐体１２の上端側部に、例えば、
ＣＦ（Compact Flash）カードやＳＤ（Secure Digital）カード等のメモリカード８（図
３）を着脱自在に収納するカード収納室１にカードカバー３（図２）を備える。カードカ
バー３は、図２、図３に示すように、カード収納室１の開口部９を開閉自在に閉鎖する保
護蓋として機能し、メモリカード８は、カード収納室１への装着時に不図示のカードコネ
クタを介して電気的に携帯情報端末２と結合される。また、携帯情報端末２は、バッテリ
を収納する不図示のバッテリ収納室を備える。
【００１４】
　図２に示すように、カードカバー３は、カバー本体３ａと、カバー本体３ａに適宜な可
撓性を有する薄肉状のヒンジ部１５を介して接続された筐体１２への固定部３ｂとを有し
、ポリプロピレン等の樹脂により一体的に成型される。この固定部３ｂは、携帯情報端末
２の筐体１２の不図示の引っ掛け穴に掛止される引っ掛け爪１３を有する。筐体１２の引
っ掛け穴は、防水のために内側からシート材が貼り付けられたり、その他の方法で防水処
理が施されている。このカバー本体３ａの筐体１２への取り付け方法は、上記の限りでは
ない。参照符号１９, ２０, ２２に関しては図４を用いて後述する。
【００１５】
　図３に示すように、開口部９は、筐体２の内部に設けられた周壁面１１によって画定さ
れ、この周壁面１１は、カードカバー３（蓋部材）が開口部９を閉鎖した状態のときに、
防水・防滴・防塵を目的としたシール領域となっている。
【００１６】
　図４に示すように、カードカバー３は、その内側面に、内側凹部２１を画定すると共に
、筐体１２の周壁部１１と嵌合する環状突起部１８を有する。環状突起部１８及び内側凹
部２１は、防水・防滴・防塵を目的としたシール部材としてのプレス成形されたシリコン
ゴム等で作られた薄肉のゴムパッキン２０で覆われ、このゴムパッキン２０を覆うように
、さらに、プレス成形されたステンレス等で作られた薄肉の板部材２２が挟み込まれてい
る。
【００１７】
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　カードカバー３の本体３ａは、環状突起部１８内の内側凹部２１にピン１９を２つ備え
、ゴムパッキン２０や板部材２２には、ピン１９のための挿通孔２３が設けられている。
ゴムパッキン２０や板部材２２は、環状突起部１８及び内側凹部２１への組み込みの際に
挿通孔２３をピン１９に挿通させた後、熱かしめ等により環状突起部１８及び内側凹部２
１に組み付けられる。これにより、板部材２２は、ゴムパッキン２０を挟持により環状突
起部１８及び内側凹部２１に固定することができる。ゴムパッキン２０や板部材２２の環
状突起部１８及び内側凹部２１への組み付け方法は、上記の限りではない。
【００１８】
　図５は、図２の線Ｖ－Ｖに沿う断面図であり、図２のカードカバー３の組み付け過程の
状態を表す。
【００１９】
　図５に示すように、ゴムパッキン２０や板部材２２は、熱かしめを行う前は、内側凹部
２１の底面２４に対して隙間２５をもっており、ゴムパッキン２０や板部材２２に荷重を
加えて内側凹部２１内に押圧により押し込み、さらに、熱かしめにより、図６に示すよう
に、ゴムパッキン２０全体が内側凹部２１の底面２４に向かって引っ張られるように弾性
変形している。これにより、ゴムパッキン２０の端部１６が外側に開くように常時変形し
た状態になる。ゴムパッキン２０は、内側凹部２１の底面２４には密着しているが、環状
突起部１８の内側面２８には必ずしも密着していない。
【００２０】
　図７は、図２のカードカバー３の閉鎖状態における携帯情報端末の部分断面図である。
【００２１】
　図７において、ゴムパッキン２０及び板部材２２は、ピン１９に挿通された状態でカー
ドカバー３の本体３ａに組み込まれて内側凹部２１の底部２４に密着している。ゴムパッ
キン２０の端部２６が外側に開くように変形しているので、開口部９を画定する周壁面１
１に確実に密着しており、また、周壁面１１に当たるゴムパッキン２０の表面積が大きい
ので、図８のＯ－リングによるシール構造に比べて、カードカバー３の開閉時にゴムパッ
キン２０に加わる負荷を小さくでき、カードカバー３の耐久回数が向上する。また、薄肉
のゴムパッキン２０及び板部材２２を用いることにより、カードカバー３の厚さを低減す
ることができる。
【００２２】
　さらに、ゴムパッキン２０を導電性のゴムとし、筐体１２の内側に蒸着やメッキ等の導
電膜を形成することにより、防水・防滴・防塵を確実に行うと共に、カードカバー３に、
携帯情報端末２内部からの放射ノイズに対するシールド機能をもたせることができる。
【００２３】
　図８は、本発明の第２の実施の形態に係るカバーのシール構造を説明するのに用いられ
るカードカバーの断面図である。
【００２４】
　図８のカードカバーは、図６のものと基本的に同じであり、図６の構成要素と同一のも
のには同一符号を付して重複した説明を省略し、以下、図６の構成要素と異なるものにつ
いてのみ説明する。
【００２５】
　図８において、ゴムパッキン２０は、環状突起部１８の内側側面２８において、カード
カバー３の本体３ａと密着しており、さらに、板部材２２とも密着している。
【００２６】
　ゴムパッキン２０や板部材２２の環状突起部１８及び内側凹部２１への組み付け方法は
、上記第１の実施の形態と同じであるが、ゴムパッキン２０は、環状突起部１８の内側側
面２８及びそれに対応した板部材２２の側面部２９と擦れて、せん断方向に摩擦力が働き
、このときに端部２６は外側に開くように力が伝わって、常時変形した状態になる。これ
により、上記第１の実施の形態により効果を確実に奏することができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の第１の実施の形態に係るカバーのシール構造を備える携帯情報端末の斜
視図である。
【図２】図１におけるカード収納室を閉鎖するカードカバーの斜視図である。
【図３】図１における筐体のカードカバー周辺の部分拡大斜視図である。
【図４】図２のカードカバーの分解斜視図である。
【図５】図２の線Ｖ－Ｖに沿う断面図であり、図２のカードカバーの組み付け過程の状態
を表す。
【図６】図２の線Ｖ－Ｖに沿う断面図であり、図２のカードカバーの組み付け後の状態を
表す。
【図７】図２のカードカバーの閉鎖状態における携帯情報端末の部分断面図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係るカバーのシール構造を説明するのに用いられる
カードカバーの断面図である。
【図９】カードカバー閉鎖状態における従来の携帯情報端末の部分断面図である。
【符号の説明】
【００２８】
２　携帯情報端末
３　カードカバー
３ａ　本体
３ｂ　固定部
７　インターフェースコネクタ部
９　開口部
１１　周壁面
１２　筐体
１３　引っ掛け爪
１５　ヒンジ部
１８　環状突起部
１９　ピン
２０　ゴムパッキン
２１　内側凹部
２２　板材



(6) JP 4473104 B2 2010.6.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(7) JP 4473104 B2 2010.6.2

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(8) JP 4473104 B2 2010.6.2

【図９】



(9) JP 4473104 B2 2010.6.2

10

フロントページの続き

(72)発明者  切手　直人
            埼玉県秩父市大字下影森１２４８番地　キヤノン電子株式会社内

    審査官  内田　博之

(56)参考文献  特開昭６３－０９６６４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５２３５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２０３９５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３４４１８７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　　５／０６　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

